
 

 

 

 

 

 

 

成田空港の更なる機能強化の 

検討を進めるに当たっての確認書 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 9 月 27 日 

 



成田空港の更なる機能強化の 

検討を進めるに当たっての確認書 

 

 

国、千葉県、成田空港圏自治体連絡協議会を構成する市町（以下「９

市町」という。）及び成田国際空港株式会社（以下｢空港会社｣という。）

の四者（以下「四者」という。）は、第３滑走路の整備、Ｂ滑走路の延伸、

夜間飛行制限の緩和といった成田空港の更なる機能強化策について、平

成 27 年 9 月より四者協議会で検討を進めてきたが、本日、空港会社より

滑走路の具体的な位置、空港敷地の範囲、夜間飛行制限の緩和、予測騒

音コンター、環境対策・地域共生策の基本的な考え方等が示されたこと

を受け、今後の検討の進め方について、以下のとおり確認する。 

 

１ 千葉県及び９市町は、本日空港会社が示した案について、国及び空

港会社が、騒音地域を含めて住民へ説明することを了承する。特に、

夜間飛行制限の緩和については、騒音地域住民の生活環境への影響が

大きいことから、国及び空港会社は、その必要性とこれに伴う環境対

策を丁寧に地域住民に説明することとする。なお、説明に当たっては、

千葉県及び９市町の協力を得ながら、地域住民の理解と協力が得られ

るよう最大限の努力をする。 

 

２ 千葉県及び９市町は、上記の地域住民への丁寧な説明を条件に、年

間発着容量５０万回への拡大に向けて、成田空港の更なる機能強化策

について、さらに具体的な検討作業を進めることを了承する。 

 

３ 国及び空港会社は、空港整備計画等の具体化に加え、新たな環境対

策の実施に向けた検討や環境影響評価についての手続きを進めていく

とともに、年間発着容量５０万回時の予測騒音コンターに基づき、国



は「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関す

る法律」第１種区域等の、県は「特定空港周辺航空機騒音対策特別措

置法」の航空機騒音障害防止地区及び防止特別地区の見直し作業に着

手する。 

  なお、上記の区域設定に当たっては、当該市町の意向を最大限尊重

し、誠意を持って既存集落に可能な限り配慮することとする。 

 

４ 四者は、これまでの成田空港周辺地域住民との約束・要望事項のう

ち残された課題の解決に向けて引き続き努力する。 

 

５ 四者は、航空機からの落下物対策や成田空港周辺地域の地域振興策

等についても相互に協力して具体的に検討を進めることとする。 

 

６ 四者は、上記事項の実施状況を踏まえ、改めて協議のうえ、成田空

港の更なる機能強化策について最終的な結論を得ることとする。 

 

７ 事業の着手は、四者協議会で、上記の結論を得た後に行うものとす

る。 
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